
議案第2 1号

三朝町職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の設定について

次のとおり三朝町職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例を設定することについて､地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)

第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成13年3月9日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 3年3,q22日原審可決

三朝町議会議長恩昇

三朝町条例第　号

三朝町職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例

(三朝町職員の定年等に関する条例の一部改正)

第1条　三朝町職員の定年等に関する条例(昭和5 9年三朝町条例第1 3号)

の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条､項及び号の表示に下線が引かれた条､項及び号(以

下この条において｢移動条項等｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中条､

項及び号の表示に下線が引かれた条､項及び号(以下この条において｢移動後

条項等｣という｡)が存在する場合には､当該移動条項等を当該移動後条項等と

し､移動条項等に対応する移動後条項等が存在しない場合には､当該移動条項

等(以下この条において｢削除条項等｣という｡)を削る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条､項及び号の表示並びに削除

条項等を除く｡以下この条において｢改正部分｣という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分(条､項及び号の表示を除く｡以下この条にお

いて｢改正後部分｣という｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後

部分とし､改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合は､当該改正部分

を削る｡

改正後 弌ﾉ�9���



(趣旨)

第1条　この条例は､地方公務員法(昭

和25年法律第261号)第28条
の2第1項から第3項まで盈_空襲旦

8条の3の規定に基づき､職員の定

年等に関し必要な事項を定めるもの
とする｡

第2条　略

(定年)

第3条　職員の定年は､年齢60年と

する｡

第4条　略

(趣旨)

第1条　この条例は､地方公務員法(昭

和25年法律第261号)第28条
の2第1項から第3項まで､第28

条里_3並びに第2 8条の4第1項及
び第2項の規定に基づき､職員の定

年等に関し必要な事項を定めるもの
とする｡

第2条　略

(定年)

第3条　職員の定年は､年齢60年と

するoただし､医療業務に従事する琴

軌Sついては､年齢6 5年とする｡____

第4条　略

(定年退職者の再任用)

象旦墓　任命権者は､第2条の規定に
より退職した者又は前条の規定によ

り引き続き勤務した後退職した者に
ついて､次の各号に該当し､かつ､

公務の能率的運営を確保するため特

に必要があると認めるときは､ 1年

を超えなし.､範囲内で任期を定め､そ
の者を常時勤務を要する職に採用す

15ことができる｡この場合において

そg)職は､その者が退職する前に任

用されていた職と職務_の複雑と責任
の度が同等以下と認められる職でな

ければならない｡

_臼ユ　退職する前の勤務成績が良好
であること｡

上之1採用に係る職の職務の遂行に
必要な知識又は技能を有している

こと｡

旦　任命権者は､前項の任期又はこの
項の規定により更新された任期にお
ける勤務成績が良好である者につい
て､引き続き公務の能率的運営を確

保するために特に必要があると認め



(定年に関する施策の調査等)

象旦条　町長は､職員の定年に関する
事務の適正な運営を確保するため､

職員の定年に関する制度の実施に関

する施策を調査研究し､その権限に
属する事務について適切な方策を講

ずるものとする｡

るときは､その任期を1年を超えな
い範囲内で更新することができる｡

旦　前2項の規定による任期について
は､その末日は､その者に係る定年

退職日の翌日から起算して3年を超
えることができない｡ _

旦　第1項及び第2項の規定を実施す
るために必要な手続きは､町長が定
める｡

(定年に関する施策の調査等)

菱且象　町長は､職員の定年に関する
事務の適正な運営を確保するため､

職員の定年に関する制度の実施に関

する施策を調査研究し､その権限に

属する事務について適切な方策を講

ずるものとする｡

(三朝町職員の勤務時間､休暇等に関する条例の一部改正)

第2条　三朝町職員の勤務時間､休暇などに関する条例(平成7年三朝町条例

第1 4号)の一部を次のように改正するo

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下この条において｢移

動項｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以

下この条において｢移動後項｣という｡)が存在する場合には､当該移動項を当

該移動後項とし､移動後項に対応する移動項が存在しない場合には､当該移動

後項(以下この条において｢追加項｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(項の表示を除く｡以下この条に

おいて｢改正部分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分(項の表示及び追加項を除く｡以下この条において｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正部分に対応

する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削り､改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡

改正後 弌ﾉ�9���

(1週間の勤務時間) 茶��ｭH,ﾈｼ駝�鳧ｭB��

第2条略 旦地方公務員法第28条の5第1項 ��c(��z｢�



娃規定する短時間勤務の職を占めろ

麹員(以下p｢再任用短時間勤務嘩鼻J_

主上__)うo )の勤務時間は､前項些選

定にかかわらず､休憩時間を除き､
4週間を超えない期間につき1週間

当たり16時間から32時間までの

範囲で､任命権者が定_軽量L

旦　任命権者は､職務の特殊性又は当
該公署の特殊の必要により塵旦選に

規定する勤務時間を超えて勤務する
ことを必要とする職員の勤務時間に
ついて､別に定めることができる｡

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条　日曜日及び土曜日は､週休日

(勤務時間を割り振らない日をい
う｡以下同じ｡ )とする｡ただし､

堕金権者は､再任用短時間勤務曜具
については､これらの日に加えて､

月曜日から金曜日までの5日間にお

りて週休日を設けることができろ,_
2　任命権者は､月曜日から金曜日ま

での5日間において､1日につき8時

間わ勤務時間を割り振るものとす
る｡ただし､再任用短時間勤務職員

廷ついては､ 1週間ごとの期間笹_?

_V､て､ 1日につき8時間を超えな上､

範囲内で勤務時間を割り振るものと
する｡

第4条　略
2　任命権者は､前項の規定により週

休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には､別に定めるところにより､
4週間ごとの期間につき8日｣亘生

見短時間勤務職員にあっては､ ?_旦

以上)の週休日を設けなければなら
ない｡ただし､職務の特殊性又は当

該公署の特殊の必要により､ 4週間

ごとの期間につき8日｣垂任用琴時

間勤務職員にあっては､ 8日以上)

の週休日を設けることが困難である

旦　任命権者は､職務の特殊性又は当
該公署の特殊の必要により藍墓に規
定する勤務時間を超えて勤務するこ
とを必要とする職員の勤務時間につ
いて､別に定めることができる｡

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条　日曜日及び土曜日は､週休日

(勤務時間を割り振らない日をい

う｡以下同じ｡ )とする｡

2　任命権者は､月曜日から金曜日ま

での5日間において､1日につき8時

間の勤務時間を割り振るものとす
る｡

第4条　略
2　任命権者は､前項の規定により週

休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には､別に定めるところにより､

4週間ごとの期間につき8日の週休

日を設けなければならない｡ただし､

職務の特殊性又は当該公署の特殊の

必要により､ 4週間ごとの期間につ

き8日の週休日を設けることが困難
である職員について､別に定めると

ころにより､ 4週間を超えない期間

につき1週間当たり1日以上の割合



職員について､別に定めるところに

より､ 4週間を超えない期間につき

1週間当たり1日以上の割合で週休

日を設ける場合には､この限りでな
い｡

(年次有給休暇)

第12条　年次有給休暇は､ 1の年ご

とにおける休暇とし､その日数は､

1の年において､次の各号に掲げる

職員の区分に応じて､当該各号に掲
げる日数とする｡

(1)　次号及び第3号に掲げる職

員以外の職員　20日｣亘任
用短時間勤務職員にあって
は､その者の勤務時間等を考

慮し20日を超えない範囲内
で別に定める日数)

(2)　略

(3)　国家公務員､他の地方公共

団体の公務員その他別に定め
る者から引き続き職員となっ
た者　別に定める日数

2. 3　略

(非常勤職員の勤務時間､休暇等)

第18条　非常勤職員(再任用短時間

勤務職員を除く__9__ーしの勤務時間､休
日及び休暇については､第2条から

前条までの規定にかかわらず､その
職務の性質等を考慮して､別に定め
る基準に従い 任命権者が定める｡

で週休日を設ける場合には､この限

りでない｡

(年次有給休暇)

第12条　年次有給休暇は､ 1の年ご

とにおける休暇とし､その目数は､

1の年において､次の各号に掲げる

職員の区分に応じて､当該各号に掲
げる日数とする｡

(1)　次号及び第3号に掲げる職

員以外の職員　20日

(2)　略

(3)　国家公務員､他の地方公共

団体の公務員その他別に定め

る者から引き続き職員となっ
た者及び三朝町職員の定年等

に関する条例(昭和59年三

朝町条例第1 3号)第5条第
1項の規定により採用された

登　別に定める日数
2. 3　略

(非常勤職員の勤務時間､休暇等)

第1 8条　非常勤職員の勤務時間､休
日及び休暇については､その職務の

性質等を考慮して､別に定める基準
に従い､任命権者が定める｡

) (三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条　三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)

の一部を次のように改正するo

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡



改　　正　　後

(部分休業をすること

改　　正　　前

ができない職
負)

第7条　育児休業法第9条第1項の条

例で定める職員は､次に掲げる職員
とする｡

(1)　非常勤職員(地方公務員法

(昭和25年法律第26 1号)

第28条の5第1項に規定する
短時間勤務の職を占める職員を
除く｡)

(2)･(3)　略

(部分休業をすること ができない職

負)

第7条　育児休業法第9条第1項の条

例で定める職員は､次に掲げる職員
とする｡

(1)　非常勤職員

(2)･(3)　略

(三朝町職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条　三朝町職員の給与に関する条例(昭和2 8年三朝町条例第2 5号)の
一部を次のように改正する.

次の表の改正前の欄中条､項及び号の表示に下線が引かれた条､項及び号(以

下この条において｢移動条項等｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中条､

項及び号の表示に下線が引かれた条､項及び号(以下この条において｢移動後

条項等｣というo)が存在する場合には､当該移動条項等を当該移動後条項等と

し､移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には､当該移動後条

項等(以下この条において｢追加条項等｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条､項及び号の表示を除く｡以

下この条において｢改正部分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分(条､項及び号の表示並びに追加条項等を除く｡以下この条にお

いて｢改正後部分｣というo)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後

部分に改め､改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､当該改正

後部分を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡



改　　正　　後 改　　正　　前

(昇給等の基準)

第4条　略
2-9　略

19　塑方公務員法第2 8条の_4遡上塁上

第28条の5第1項又は第28条の
6第1項若しくは第2項の規定によ

旦選用された職員(以下｢再任用職員ま
という｡)の給料月額は､その者に適

用される給料表の再任用職員の欄に

掲げる給料月額のうち､その者の属す
る職務の級に応じた額とする｡

塵j_条の旦　地方公務員法第2 8条の
5第1項に規定する短時間勤務の職

を占める職員(以下｢再任用短時間鞄
菱喝異｣という｡)の給料月額は､_遡
条第1 0項の規定にかかわらず､同項
の規定による給料月額に､勤務時間条

例第2条第2項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を勤務時間垂

線2桑第1項に規定する勤務壁輿
で除して得た数を乗じて得た額とす

る｡

第6条　略
2-3　略

4　第1項又は第2項の規定により給

料を支給する場合であって､月の1日
から末日まで支給するとき以外のと

きは､その給料額は､その月の現日数

から週休日(勤務時間条例第3条第1

項､第4条及び第5条の規定による週

休日をいう｡以下第1 8条第1項にお

いて同じ｡)の目数を差し引いた日数

を基礎として日割りによって計算す

るC

(通勤手当)

第11条　略

(昇給等の基準)

第4条　略
2-9　略

第6条　略
2-3　略

4　第1項又は第2項の規定により給

料を支給する場合であって､月の1
日から末日まで支給するとき以外の
ときは､その給料額は､その月の現

日数から勤務時間条例第3条第1

項､第4条及び第5条の規定に基づ

く週休日の日数を差し引いた日数を
基礎として日割りによって計算す
る｡

(通勤手当)

第11条　略



2　通勤手当の月額は､次の各号に掲げ

る職員の区分に応じて､当該各号に掲

げる額とする｡

(1)　略

(2)前項第2号に掲げる職員　次

に掲げる職員の区分に応じて､

それぞれ次に掲げる額(再任用
短時間勤務職員のうち､ 1月当

たりの通勤回数を考慮して規則
で定める職員にあっては､その

額から､その額に規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた

盈L
ア～ケ　略

(3)　略

3　略

(時間外勤務手当)

第1 3条　正規の勤務時間外に勤務す

ることを命ぜられた職員には､正規の

勤務時間外に勤務した全時間に対し
て､勤務1時間につき､第16条第2

項に規定する勤務1時間当たりの給
与額に正規の勤務時間外にした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ
100分の125から100分の1

5 0までの範囲内で別に定める割合

(その勤務が午後1 0時から翌日の

午前5時までの間である場合は､その

割合に1 00分の25を加算した割

合)を乗じて得た額を時間外勤務手当
として支給する｡

(1)正規の勤務時間が割り振られ

た日(次条の規定により正規の勤

務時間中に勤務した職員に休日
勤務手当が支給されることとな
る日を除く｡次項において同じ｡)

における勤務

(2)略

乙　再任用短時間勤務職員が､正規の勤
務時間が割り振られた日において､正

規の勤務時間外にした勤務のうち､そ

2　通勤手当の月額は､次の各号に掲

げる職員の区分に応じて､当該各号

に掲げる額とする｡

(1)　略

(2)前項第2号に掲げる職員　次

に掲げる職員の区分に応じて､

それぞれ次に掲げる額

ア～ケ　略

(3)　略

3　略

(時間外勤務手当)

第1 3条　正規の勤務時間外に勤務す

ることを命ぜられた職員には､正規
の勤務時間外に勤務した全時間に対

して､勤務1時間につき､第16条

第2項に規定する勤務1時間当たり
の給与額に正規の勤務時間外にした

次に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ100分の125から100分

の1 5 0までの範囲内で別に定める

割合(その勤務が午後1 0時から翌

日の午前5時までの間である場合

は､その割合に100分の25を加

算した割合)を乗じて得た額を時間
外勤務手当として支給する｡

(1)　正規の勤務時間が割り振ら

れた日(次条の規定により正規
の勤務時間中に勤務した職員に

休日勤務手当が支給されること
となる日を除く｡)における勤務

(2)略



些塾整旦墜麹_とその勤務をした旦L三

重げろ正規の勤務時間との合計些旦

壁掛こ連するまで堅固_g)勤務に卑旦

五重塁些盈定の適姓ついてを享｣塾堕

空=吐壁の劫卿与間外にした次に掲げ

る塾箆旦区斜;逼迫工それぞれ1旦
旦金型上之萱カ,ら1_0 0_分の1与旦

呈三些塵塑車で規興土で定める割合⊥と

あるや_昼､J圭』 0分些上せ__Q上とせ
る｡

旦　亜旦堕の規定にかかわらず､勤務時
間条例第5条の規定により､あらかじ
め勤務時間条例第3条第2項又は第
4条の規定により割り振られた正規
の勤務時間(以下この条項において
｢割振り変更前の正規の勤務時間｣と

いう｡)外に勤務することを命ぜられ

た職員には､割振り変更前の正規の勤

務時間外に勤務した全時間(別に定め

る時間を除く｡)に対して､勤務1時

間につき､第1 6条第2項に規定する

勤務1時間当たりの給与額に1 00

分の25から100分の50までの

範囲内で別に定める割合を乗じて得
た額を時間外勤務手当として支給す

る｡

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条　第12条に規定する勤務1

時間当たりの給与額は､給料の月額に
1 2を乗じ､その額を1週間当たりの

勤務時間に5 2を乗じたものから8

時間に1 8を乗じたもの(再任用短時

間勤務職員にあっては､別に定める時

国選とを減じたもの除して得た額とす
る｡

2　前3条に規定する勤務1時間当た

りの給与額は､職員の勤務が特殊勤務

手当のうち規則で定めるものの支給
の対象とならない勤務であるときは､

給料の月額及び住居手当の月額の合

計額に1 2を乗じ､その額を1週間当

旦　並塁の規定にかかわらず､勤務時
間条例第5条の規定により､あらか
じめ勤務時間条例第3条第2項又は

第4条の規定により割り振られた正
規の勤務時間(以下この条項におい
て｢割振り変更前の正規の勤務時間｣

という｡)外に勤務することを命ぜら

れた職員には､割振り変更前の正規
の勤務時間外に勤務した全時間(別

に定める時間を除く｡)に対して､勤

務1時間につき､第16条第2項に

規定する勤務1時間当たりの給与額
に100分の25から100分の5

0までの範囲内で別に定める割合を

乗じて得た額を時間外勤務手当とし
て支給する｡

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条　第12条に規定する勤務1

時間当たりの給与額は､給料の月額
に12を乗じ､その額を1週間当た

りの勤務時間に5 2を乗じたものか

ら8時間に1 8を乗じたものを減じ

たもので除して得た額とする｡

2　前3条に規定する勤務1時間当た

りの給与額は､職員の勤務が特殊勤

務手当のうち規則で定めるものの支
給の対象とならない勤務であるとき
は､給料の月額及び住居手当の月額

の合計額に1 2を乗じ､その額を1



たりの勤務時間に5 2を乗じたもの

から8時間に1 8を乗じたものi重任

塵重畳園勤務職員にあっては､男_腿塞
める時間数)を減じたもので除して得

た額(以下この項において｢月額給与
の時間額｣という｡)とし､職員の勤

務が特殊勤務手当のうち規則で定め
るものの支給の対象となる勤務であ

るときは､月額給与の時間額に規則で

定める額を加算した額とするD

(期末手当)

第19条　略

2　期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 3月に支給する場合においては1

00分の5 5､ 6月に支給する場合に

おいては100分の145､12月に

支給する場合においては1 0 0分の

1 6 0を乗じて得た額(管理又は監督

の地位にある職員のうち別に定める

もの(次項及び第2 0条において｢特

定幹部職員｣という｡)にあっては､

3月に支給する場合においては1 0

0分の5 5､ 6月に支給する場合にお

いては100分の125､12月に支

給する場合においては1 0 0分の1

40を乗じて得た額)に､基準日以前

3箇月以内(基準日が12月1日であ

るときは､ 6箇月以内)の期間におけ

るその者の在職期間の区分に応じて､

次の表に定める割合を乗じて得た額
とする｡

表　略

旦　前項の規定にかかわらず､再任用職
員に対する期末手当の額は､期末手当

基礎額に､ 3月に支給する場合におい

三旦100分の30､ 6月に支給す各

室全甚おいては1 00分の70､ 1_旦

且に支給する場合に串いては_1旦旦
分の9 0を乗じて得た額(特定幹部職

星旦⊆あっては､ 3月に支給する場合娃
おいては100分の30､6月に支給

週間当たりの勤務時間に5 2を乗じ

たものから8時間に1 8を乗じたも

のを減じたもので除して得た額(以

下この項において｢月額給与の時間

額｣という｡)とし､職員の勤務が特

殊勤務手当のうち別に定めるものの
支給の対象となる勤務であるとき
は､月額給与の時間額に別に定める

額を加算した額とする｡

(期末手当)

第19条　略

2　期末手当の額は､期末手当基礎額

に､ 3月に支給する場合においては

100分の55､ 6月に支給する場

合においては100分の145､ 1

2月に支給する場合においては1 0

0分の1 60を乗じて得た額(管理

又は監督の地位にある職員のうち別
に定めるもの(第2 0条において｢特

定幹部職員｣という｡)にあっては､

3月に支給する場合においては1 0

0分の55､ 6月に支給する場合に

おいては100分の125､ 12月

に支給する場合においては1 0 0分

の140を乗じて得た額)に､基準

日以前3箇月以内(基準日が1 2月

1日であるときは､ 6箇月以内)の

期間におけるその者の在職期間の区

分に応じて､次の表に定める割合を

乗じて得た額とする｡

表　略



生る場合においては1 0 0分担旦旦上

土旦卯こ支給する場合笹率いて些1

旦0分の8 0を乗じて得た額)笹､_塵

準旦昼前3月以内(基準日が1 2旦土
日であるときは､ 6月以内)の期間に

おけるその者の在職期間の区分に応

圭壬､_前項の表に定める割合を乗じ壬
得た額とする｡

旦　董旦選の期末手当基礎額は､それぞ
れの基準日現在(退職し､若しくは失

職し､又は死亡した職員にあっては､

退職し､若しくは失職し､又は死亡し

た日現在)において職員が受けるべき

給料及び扶養手当の月額の合計額と

する｡

旦　職員でその職務の級が4級以上で
あるもの(ただし､その職務の複雑､

困難及び責任の度等を考慮して規則

で定めるものに限る｡)については､

前項の規定にかかわらず､同項に規定

する合計額に､給料の月額に職の職制
上の段階､職務の級等を考慮した規則

で定める職員の区分に応じて1 0 0

分の1 5を超えない範囲で規則で定

める割合を乗じて得た額を加算した

額を第2項及び第3項の期末手当基
礎額とする｡

旦　第2項及び第3項に規定する在職
期間の算定に関し必要な事項は､規則
で定める｡

(勤勉手当)

第20条　略

2　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額

に､任命権者が町長の定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とす

る｡この場合において､任命権者が支

給する勤勉手当の額の､その者に所属

する次の各号に掲げる職員の区分ご
との総額は､それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない｡

｣_呈上　前項の職員のうち再任用職員

旦　盛運の期末手当基礎額は､それぞ
れの基準日現在(退職し､若しくは

失職し､又は死亡した職員にあって
は､退職し､若しくは失職し､又は

死亡した日現在)において職員が受

けるべき給料及び扶養手当の月額の

合計額とする｡

_生　職員でその職務の級が4級以上で
あるもの(ただし､その職務の複雑､

困難及び責任の度等を考慮して規則
で定めるものに限る｡)については､

前項の規定にかかわらず､同項に規

定する合計額に､給料の月額に職の

職制上の段階､職務の級等を考慮し
た規則で定める職員の区分に応じて

1 00分の1 5を超えない範囲で規

則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第2項の期末手当基礎額
とする｡

旦　第2項に規定する在職期間の算定
に関し必要な事項は､規則で定める｡

(勤勉手当)

第20条　略

2　勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額

に､任命権者が町長の定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額と

する｡この場合において､任命権者
が支給する勤勉手当の額の総額は､

､その者に所属する前項の職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれそ
の基準日現在(退職し､若しくは失

職し､又は死亡した職員にあっては､



以外の職員　当該職員の勢塾至
当射迩細に当該職員がそれぞれ

その基準日現在(退職し､若_L_(_

娃失職し､又は死亡した職員笹あ

っ_ては､退職し､若しくは失職_し､

又は死亡した日現在｡次項に重り

て同じ｡)に串いて受けるべき選

養手当の月額を加算した額に､ 6_

月に支給する場合を羊おいては__1

0 0分の6 0 (特定幹部職員笹を

つては､ 100分の80),I 12__

鼻に支給する場合においては1
旦9分の5 5 (特定幹部職員に串

_?_ては､ 100分の75)を垂旦

て得た額の総監o_

｣之と　董項の職員棚嘩具
当該再任用職員の勤勉手当基礎

象に1 00分の30 (特定幹部嘩

員にあっては､ 1 00分の4__01

を暴"じて得た額の_麹琴
3　略

4　第19条第5項の規定は､第2項の

勤勉手当基礎額について準用する｡こ
の場合において､週条第5項中｢前項｣

とあるのは､ ｢第20条第3項｣と読

み替えるものとする｡
5　略

(時間外勤務手当等に関する規定の適

用除外)

第25条の2　第13条､第14条及び

第1 5条の規定は､第8条第1項の

規定に基づく町長が指定する職を占
める職員には､適用しない｡

____(再任用職員についての適用除外) _ _

象之5条のβ　第9条､芽僻
0条の2､第1 1条の2獲び第等上条

些規定は､再任用職削こは適用しな

些!『

退職し､若しくは失職し､又は死亡

上条日現在.次項において同じ｡)に
おいて受けるべき扶養手当の月額を

迦算した額に､ 6月に支給する場合
においては100分の60 (特定幹

部職員にあっては､ 100分の8

0)､ 1 2月に支給する場合において

は100分の55 (特定幹部職員に

あっては､ 100分の75)を乗じ

て得た額の総額を超えてはならな
い｡

3　略

4　第19条第4項の規定は､第2項

の勤勉手当基礎額について準用す

る｡この場合において､同条第4項

中｢前項｣とあるのは､ ｢第20条第

3項｣と読み替えるものとする｡

5　略

(時間外勤務手当等に関する規定の適
用除外)

第25条の2　第13条､第14条第

旦遷及び第1 5条の規定は､第8条
第1項の規定に基づく町長が指定す
る職を占める職員には､適用しないo



附　則

この条例は､平成1 3年4月1日から施行する｡



(三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条　三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和4 5年三朝

町条例第2 7号)の一部を次のように改正する.

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下この条において｢移

動条｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以

下この条において｢移動後条｣という｡)が存在する場合には､当該移動条を当

該移動後条とし､移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､当該移動

後条(以下この条において｢追加条｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(条の表示を除く｡以下この条に

おいて｢改正部分｣という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分(条の表示及び追加条を除く｡以下この条において｢改正後部分｣という｡)

が存在しない場合には､当該改正部分を削り､改正後部分に対応する改正部分

が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡

改　　正　　後 改　　正　　前

(給与の種類)

第2条　企業職員で常時勤務を要する

もの及び地方公務員法(昭和2 5年
法律第261号)第28条の5第1

項に規定する短時間勤務の職を占め

る塵星(以下｢職員｣というo)の給
与の種類は､給料及び手当とする｡

(休職者の給与)

第1 9条　職員が地方公務員法第28

条第2項の規定により休職にされた
ときは､管理者が定めるところによ

り給与を支給することができる｡

(再任用職員についての適用除外)

第20条　第5条､第6条､第6条里

I2､第7条の2及び第1 0条の規定
は､地方公務員法第2 8条の4第1

項､第28条の5第1項又は第2革_

条の6第1項若しくは第2項の規定
により採用された職員には適用しな
い｡

(給与の種類)

第2条　企業職員で常時勤務を要する

もの(以下｢職員｣という｡)の給与

の種類は､給料及び手当とする｡

(休職者の給与)

第1 9条　職員が地方公務員法｣星型
25年法律第261号)第28条第

2項の規定により休職にされたとき

は､管理者が定めるところにより給

与を支給することができる｡


